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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下方向及び前後方向を有し、レンズと前記レンズの周縁から延出して後方へ延びるフ
レームとを有するアイカップを備えるスポーツ用ゴーグルにおいて、
　前記一対のアイカップから後方へ環状に延びる一対のガスケットをさらに有し、
　前記フレームは、前記レンズの上端縁から後方へ延びる上側壁部を有し、前記上側壁部
にはその周方向に沿って前記レンズへの水の流動を抑制するための流路が設けられており
、
　前記流路は、前記上側壁部の前記レンズ側において、前記レンズの前記上端縁に沿って
延びる１条の凹状溝であって、内外端と、前記フレームの前側に位置して前記レンズと並
行して延びる第１壁と、前記フレームの後側に位置して前記レンズと並行して延びる第２
壁とによって画成されており、
　前記フレームの前記上側壁部は前方へ下り勾配の弧状傾斜面に形成されており、
　前記第２壁が前記第１壁よりも前記アイカップの径方向外方に隆出していることを特徴
とするゴーグル。
【請求項２】
　前記流路の前記前後方向の寸法は、少なくとも１．５ｍｍである請求項１に記載のゴー
グル。
【請求項３】
　前記流路と前記レンズの外周縁との離間寸法は、少なくとも１．０ｍｍである請求項１
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又は２に記載のゴーグル。
【請求項４】
　前記フレームは、前記レンズの外側縁から後方へ延びるサイド壁部をさらに有し、前記
流路が前記上側壁部から前記サイド壁部まで延びる請求項１～３のいずれかに記載のゴー
グル。
【請求項５】
　前記フレームは、前記レンズの下端縁から後方へ延びる下側壁部をさらに有し、前記流
路は、前記上側壁部から前記サイド壁部を通過して前記下側壁部まで連続的または非連続
的に延びている請求項４に記載のゴーグル。
【請求項６】
　前記流路は、前記上側壁部から前記サイド壁部に向かうにつれて後方へ延びる第１部分
と、前記サイド壁部から前記下側壁部に向かうにつれて前方へ延びる第２部分とからなる
二股状を有する請求項５に記載のゴーグル。
【請求項７】
　前記流路は、前記サイド壁部において、前記上下側壁部に位置する部分よりも幅広の部
分を有する請求項５又は６に記載のゴーグル。
【請求項８】
　前記ガスケットは、前記アイカップに連結された前方壁部と前記前方壁部の後方に位置
し、前記前方壁部よりも外周寸法の大きな後方壁部とを有し、前記後方壁部と前記アイカ
ップとの間には第２の流路が形成される請求項１～７のいずれかに記載のゴーグル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スポーツ用ゴーグルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スポーツ用ゴーグルは公知である。例えば、特許文献１には、レンズとレンズの
後方へ延びるフレームとを有するアイカップと、アイカップに連結されたヘッドストラッ
プとを備えたスポーツ用ゴーグルが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２０１４－５２７４１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示されたスポーツ用ゴーグルは、フレームがレンズの上端縁から後方へ
延びる上側壁部を有し、上側壁部が流線形状であることから、水中においてレンズ外周縁
近傍に乱流が発生するのを抑制することができる。
【０００５】
　しかし、フレームの上側壁部が流線形状を有することから、水中以外の状態において、
フレームの上側に位置する水がレンズに流動しやすく、レンズが水に濡れて視界が悪くな
るおそれがある。例えば、トライアスロン競技においては、遠泳中に目標物を確認するた
めに、何度も水中から水面上に顔を上げて目標物を目視する必要があるが、かかるときに
、水中から上がったときにアイカップの上側に残った水が、レンズに流動して視界が悪く
なり、目標物の位置を正確に把握することができないおそれがある。
【０００６】
　本発明は、アイカップの上側に位置する水によってレンズの視界が悪化するのを抑制す
ることのできるスポーツ用ゴーグルの提供を課題にしている。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明は、上下方向及び前後方向を有し、レンズと前記レンズの周縁から延出して後方
へ延びるフレームとを有するアイカップを備えるスポーツ用ゴーグルに向けられている。
【０００８】
　本発明に係るスポーツ用ゴーグルによれば、前記一対のアイカップから後方へ環状に延
びる一対のガスケットをさらに有し、前記フレームは、前記レンズの上端縁から後方へ延
びる上側壁部を有し、前記上側壁部にはその周方向に沿って前記レンズへの水の流動を抑
制するための流路が設けられており、前記流路は、前記上側壁部の前記レンズ側において
、前記レンズの前記上端縁に沿って延びる１条の凹状溝であって、内外端と、前記フレー
ムの前側に位置して前記レンズと並行して延びる第１壁と、前記フレームの後側に位置し
て前記レンズと並行して延びる第２壁とによって画成されており、前記フレームの前記上
側壁部は前方へ下り勾配の弧状傾斜面に形成されており、前記第２壁が前記第１壁よりも
前記アイカップの径方向外方に隆出していることを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係るスポーツ用ゴーグルの好ましい他の実施態様の一つにおいて、前記流路の
前記前後方向の寸法は、少なくとも１．５ｍｍである。
【００１１】
　本発明に係るスポーツ用ゴーグルのさらに好ましい他の実施態様の一つにおいて、前記
流路と前記レンズの外周縁との離間寸法は、少なくとも１．０ｍｍである。
【００１２】
　本発明に係るスポーツ用ゴーグルのさらに好ましい他の実施態様の一つにおいて、前記
フレームは、前記レンズの外側縁から後方へ延びるサイド壁部をさらに有し、前記流路が
前記上側壁部から前記サイド壁部まで延びる。
【００１３】
　本発明に係るスポーツ用ゴーグルのさらに好ましい他の実施態様の一つにおいて、前記
フレームは、前記レンズの下端縁から後方へ延びる下側壁部をさらに有し、前記流路は、
前記上側壁部から前記サイド壁部を通過して前記下側壁部まで連続的または非連続的に延
びている。
【００１４】
　本発明に係るスポーツ用ゴーグルのさらに好ましい他の実施態様の一つにおいて、前記
流路は、前記上側壁部から前記サイド壁部に向かうにつれて後方へ延びる第１部分と、前
記サイド壁部から前記下側壁部に向かうにつれて前方へ延びる第２部分とからなる二股状
を有する。
【００１５】
　本発明に係るスポーツ用ゴーグルのさらに好ましい他の実施態様の一つにおいて、前記
流路は、前記サイド壁部において、前記上下側壁部に位置する部分よりも幅広の部分を有
する。
【００１６】
　本発明に係るスポーツ用ゴーグルのさらに好ましい他の実施態様の一つにおいて、前記
ガスケットは、前記アイカップに連結された前方壁部と前記前方壁部の後方に位置し、前
記前方壁部よりも外周寸法の大きな後方壁部とを有し、前記後方壁部と前記アイカップと
の間には第２の流路が形成される。
 
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の一つ以上の実施形態に係るスポーツ用ゴーグルによれば、アイカップのフレー
ムの上側壁部にレンズへの水の流動を抑制するための流路が設けられていることから、水
がレンズに流動して視界が悪化するのを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
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　図面は、本発明の特定の実施の形態を示し、発明の不可欠な構成ばかりでなく、選択的
及び好ましい実施の形態を含む。
【図１】本発明に係るスポーツ用ゴーグルの斜視図。
【図２】ゴーグルの一部平面図。
【図３】ゴーグル本体の側面図。
【図４】図１のＶ－Ｖ線に沿う模式的断面図。
【図５】図５においてＶＩ線で囲んだ領域の拡大図。
【図６】変形例の一例におけるゴーグルの斜視図。
【図７】変形例に係るゴーグル本体を下側から視た平面図。
【図８】他の変形例におけるゴーグル本体の側面図。
【図９】さらに他の変形例におけるゴーグル本体の側面図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　下記の各実施の形態は、図１～９に示すスポーツ用ゴーグル、特にスイミング用ゴーグ
ル１０に関し、発明の不可欠な構成ばかりではなく、選択的及び好ましい構成を含む。
【００２０】
　図１～３を参照すると、本発明に係るスポーツ用ゴーグルの一例として示すスイミング
用ゴーグル１０は、上下方向Ｙと前後方向Ｘとを有し、一対のアイカップ２０と、一対の
アイカップ２０から後方へ環状に延びる一対のガスケット３０とを含むゴーグル本体１５
と、ゴーグル本体１５を連結するヘッドストラップ４０と、アイカップ２０の両内側部を
連結するノーズブリッジ５０とを含む。
【００２１】
　各アイカップ２０は、ポリカーボネート等の硬質プラスチック材料又は軟質プラスチッ
ク材料から形成されており、レンズ２５と、レンズ２５の外周縁から後方へ環状に延びる
フレーム２６とを含む。フレーム２６は、レンズ２５の上端縁から後方へ延びる上側壁部
６１と、レンズ２５の下端縁から後方へ延びる下側壁部６２と、レンズ２５の外側縁から
後方へ延びる両サイド壁部６３とを有する。また、フレーム２６は、レンズ２５から後方
へ向かうにつれて径方向外方へ延びており、上側壁部６１と下側壁部６２との外面は、前
方へ下り勾配の傾斜状を有する。アイカップ２０の内側部２３には、レンズ２５の内側縁
から突出した、透孔２７ａを有する連結部２７が位置する。アイカップ２０の外側部２４
には、フレーム２６のサイド壁部６３からさらに後方へ延びるヘッドストラップ４０の端
部を連結するための挿通部２８が位置する。また、アイカップ２０のレンズ２５とフレー
ム２６を別部材から形成して組み合わせてもよいし、レンズ２５に鏡面処理を施してもよ
い。
【００２２】
　ヘッドストラップ４０とガスケット３０とは、可撓性を有する比較的に柔軟な材料、例
えば、ポリウレタン等の柔軟かつ弾性を有する軟質プラスチック材料から形成される。ノ
ーズブリッジ５０は、硬質プラスチック材料又は可撓性を有する軟質プラスチック材料か
ら形成されており、装着者の鼻部に沿う曲状であって、両端に突起５１を有する。一対の
アイカップ２０の内側部２３は、ノーズブリッジ５０の両端に位置する突起５１が一対の
アイカップ２０の内側部２３に位置する連結部２７の透孔２７ａにはめ込まれていること
によって互いに連結される。
【００２３】
　ガスケット３０は、レンズ２５の後面から後方へ延びる内側環状周壁部２９に嵌合され
る環状の前方壁部３１と、前方壁部３１から後方かつ径方向外方へ延びる後方壁部３２と
を有する。後方壁部３２の後端縁は、装着者の顔面に密接しやすいようにフランジ状に延
出している。前方壁部３１の前端部は、その周方向においてフレーム２６と内側環状周壁
部２９との間に挟み込まれている。なお、ガスケット３０は、アイカップ２０のフレーム
２６と接着剤や公知の熱溶着手段によって一体的に接合されていてもよいし、フレーム２
６と別体ではなく一体に成形してもよい。
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【００２４】
　図１，図４及び図５を参照すると、フレーム２６の上側壁部６１には、その周方向へ延
びる流路７０が位置している。流路７０は、凹状溝であって、アイカップ２０の内側部２
３の連結部２７の基端近傍に位置する内端７０ａと、上側壁部６１とサイド壁部６３と境
界近傍まで延びる外端７０ｂとを有する。流路７０は、内外端７０ａ，７０ｂと、フレー
ム２６の前端側に位置する第１壁２６ａと、フレーム２６の後端側に位置する第２壁２６
ｂとによって画定されており、上側壁部６１は後方へ上り勾配の弧状傾斜面に形成されて
いるから、第２壁２６ｂが第１壁２６ａよりも径方向外方へ隆出している。
【００２５】
　通常、競泳用のスイミングゴーグル等においては、フレームの外面にできるだけ凹凸が
ないようにして、好ましくは流線形状とすることによって、水中において乱流による水の
抵抗を抑えている。しかし、トライアスロン競技等においては、遠泳中に目標物を確認す
るために、何度も水中から水面上に顔を上げて目標物を目視する必要がある。かかる場合
において、装着者が水中から上がったときにアイカップの上側に残った水が、レンズ面に
流動して水膜によって視界が悪くなり、目標物の位置を正確に把握することができないこ
とがある。また、他の陸上競技において、ゴーグルに滴下された雨水がレンズに流動する
ことによって視界が悪化し、競技に支障をきたすこともある。
【００２６】
　本実施形態に係るゴーグル１０においては、フレーム２６の上側壁部６１に周方向へ延
びる流路７０が設けられていることによって、ゴーグル１０の上側に位置する水が流路７
０に沿ってレンズ２５の両外側及び／又はその一側へ向かって流動し、レンズ２５が水に
濡れるのを抑制することができる。レンズ２５の良好な視界を維持するために、ゴーグル
１０の上に位置する水の約７０～９５％の量が流路７０に沿ってレンズ２５の外側へ流れ
るようにその断面形状や大きさに設計されることが好ましい。
【００２７】
　さらにいえば、水のレンズ２５への流動を抑制するために、流路７０が少なくともレン
ズ２５の上端縁全体に沿って延びていることが好ましく、流路７０に流入した水を下方へ
流動させるために、流路７０の外端７０ｂがレンズ２５の外側縁まで延びていて、フレー
ム２６のサイド壁部６３まで延在していることが好ましい。流路７０の幅寸法（前後方向
Ｘの寸法）Ｗ１は、上側壁部６１の幅寸法によって適宜調整することが可能であるが、所
要量の水を流動させるためには、少なくとも約１．５ｍｍ以上であって、好ましくは約１
．５～３．５ｍｍの範囲内にある。さらに、流路７０は、第１壁２６ａの表面積を減らす
ことによってその上に位置する水量を減らすために、できるだけレンズ２５の上端縁（又
は外周縁）に近接させることが好ましい。具体的には、流路７０とレンズ２５の上端縁２
５ａ（又は外周縁）との離間寸法Ｒ１は、少なくとも約１．０ｍｍ以上であって、好まし
くは約１．０～３．０ｍｍの範囲内にある。離間寸法Ｒ１が、１．０ｍｍ以下の場合には
、第１壁２６ａの面積が比較的に小さく、その上に位置してレンズ２５に流れる水量を最
小限にすることができるが、第１壁２６ａの厚さ寸法が小さくなり過ぎて、使用中に破損
してしまうおそれがある。一方、離間寸法Ｒ１が３．０ｍｍ以上の場合には、第１壁２６
ａは所要の厚さ寸法を有することになるから一定程度の強度を有するが、その面積が比較
的に大きくなり、その上に位置してレンズに流れる水量が多くなって、レンズ２５が水に
濡れて視界が低下するおそれがある。
【００２８】
　本実施形態においては、フレーム２６とガスケット３０の上側壁部６１の外面が前方へ
下り勾配の弧状傾斜面に形成されていることから、第１壁２６ａの上に位置する水がレン
ズ２５に流動しやすくなるので、第１壁２６ａの外面を平坦状又は後方へ向かって下り勾
配の弧状傾斜面に形成することによって、レンズ２５への水の流動を抑制し、流路７０に
水が流入しやすくすることもできる。また、第２壁２６ｂの外面も第１壁２６ａと同様に
、前方へ下り勾配の弧状傾斜面に形成されているが、かかる形状を有することによって、
第２壁２６ｂの上に位置する水が前方に位置する流路７０に流入しやすくなっている。ま
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た、レンズ２５は、円形、楕円形や矩形等の各種公知の形状であってもよい。
【００２９】
　再び、図４を参照すると、フレーム２６とガスケット３０の後方壁部３２との間には、
それらよりも外形寸法の小さな前方壁部３１が位置することによって、段差３５が形成さ
れている。したがって、ゴーグル１０の上側に位置する水、特に、ガスケット３０の上側
に位置する水は、かかる段差３５に沿って下方へ流動される。よって、かかる段差３５は
、フレーム２６に設けられた流路７０とともに、ゴーグル１０の上側に位置する水を前方
へ流動させずに下方へ流動させるための第２の流路として機能しうる。
【００３０】
　以上述べたように、流路７０は、装着者自らが水中から水面上に顔面を上げたときにゴ
ーグル１０の上側に位置する水や雨水等の滴下された水がレンズ２５に流動するのを抑制
するためのものであって、フレーム２６に凹設された凹状溝のほかに、フレーム２６の外
周から突出した２条のリブ間に形成された溝であってもよい。また、流路７０は、フレー
ム２６の周方向へ連続又は非連続に延びていてもよいし、その深さ寸法Ｄ１が部分的に大
きくなっていたり、部分的に幅狭又は幅広になっていてもよい。さらに、上側壁部６１に
おいて並列して周方向へ延びる複数の凹状溝であってもよいし、流入した水が外部に漏れ
出るのを抑制するために、断面形状が下方へ向かって先鋭に延びていてもよい。
【００３１】
＜変形例１＞
　図６及び図７を参照すると、本変形例においては、凹状溝からなる流路８０が、フレー
ム２６の上側壁部６１からサイド壁部６３まで延び、さらには下側壁部６２まで連続して
延びている。流路８０の内端８０ａは上側壁部６１、外端８０ｂは下側壁部６２にそれぞ
れ位置している。流路８０がこのようにレンズ２５の内側縁を除く周縁に沿って連続して
延びていることから、アイカップ２０の上側に位置する水を下方又は後方へより確実に誘
導させることができる。流路８０は、上側壁部６１から下側壁部６２まで連続して延びて
いることのほかに、非連続に延びていてもよく、例えば、上下側壁部６１，６２及びサイ
ド壁部６３にそれぞれ位置する３つの部分から形成されていてもよいし、２つ又は３つ以
上の部分から形成されていてもよい。
【００３２】
＜変形例２＞
　図８を参照すると、本変形例においては、流路９０は、上側壁部６１からサイド壁部６
３に向かうにつれて後方へ延びる第１部分８１と、第１部分８１との交点８３から下側壁
部６２に向かうにつれて次第に前方へ延びる第２部分８２とを有する。流路８０は、ゴー
グル１０の側面視において、前方から後方へ向かうにつれて幅狭となる二股状（または、
略Ｖ字状）を有し、サイド壁部６３において第１部分８１と第２部分８２との交点８３に
おいてレンズ２５の外周縁と最も離間している。
【００３３】
　流路８０が、上側壁部６１からサイド壁部６３まで連続して延びていることによって、
アイカップ２０の上側に位置する水を下方又は後方へより確実に誘導させることができる
。また、流路８０は、レンズ２５の周縁に沿わずに上側壁部６１からサイド壁部６３に向
かうにつれてレンズ２５から遠ざかるように後方へ延在させることによって、流路８０を
流れる水がレンズ２５に流動するのをより効果的に抑制することができる。流路８０は、
交点８３近傍が先鋭ではなくて曲状であってもよいし、交点８３を有さずに第１部分８１
と第２部分８２とが離間していてもよい。さらには、流路８０全体が後方へ凸曲状に延び
ていてもよく、また、三股状や四股状であってもよい。
【００３４】
＜変形例３＞
　図９を参照すると、本変形例においては、流路９５は、フレーム２６の上側壁部６１か
らサイド壁部６３を通過して下側壁部６２へ延びており、サイド壁部６３には上下側壁部
６１，６２に位置する部分に比して幅広である幅広部分９６が形成されている。サイド壁
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部６３に、かかる幅広部分９６を形成することによって、装着者が頭を斜めにした状態等
において、サイド壁部６３に位置する水がレンズに向かって流動するのを抑制することが
できる。
【００３５】
　本発明においては、一対のアイカップ２０と一対のガスケット３０とを有するゴーグル
本体を備えたゴーグル１０について述べたが、ガスケット３０を有さずにアイカップ２０
を直接に顔面に当接するものでもよいし、アイカップ２０がノーズブリッジ５０を介して
連結された別体ではなく、一体に成形されたものであってもよい。本発明の特徴構成は、
既述の技術的効果を奏する限りにおいて、トライアスロンをはじめとするスポーツ競技以
外に、室外において活動を要する場合に装着される各種ゴーグルにおいても利用すること
ができる。
【符号の説明】
【００３６】
１０　ゴーグル
２０　アイカップ
２５　レンズ
２６　フレーム
３０　ガスケット
３１　前方壁部
３２　後方壁部
３５　段差（第２の流路）
６１　上側壁部
６２　下側壁部
６３　サイド壁部
７０　流路
８０　流路
８１　第１部分
８２　第２部分
９０　流路
９５　流路
９６　幅広部分
Ｒ１　流路とレンズとの離間寸法
Ｘ　前後方向
Ｙ　上下方向
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